
インボイス制度の
準備はお済ですか？

令和５年１０⽉１⽇から開始されます
�

お問い合わせ
 ０１６６−５２−２８４５

９⽉５⽇よりKRビル内
森税理⼠事務所にて個別
に⾏います
⽇時は調整致しますので�
建設連合までお問い合わ
せください。

インボイス無料相談

法⼈事業主・個⼈事業主の皆様

�

原則令和５年３⽉３１⽇までに申請登録が必要です


